
事 務 連 絡 

平成 23 年４月８日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請 

求の取扱いについて（その２）」における概算請求の対象について 

 

標記につきまして、別紙のとおり、東北厚生局医療課、福島県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)及び福島県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療

主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しましたので、貴

会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いいたします。 

  



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

社団法人 日本薬剤師会 御中 

社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護振興財団 御中 

日本病院団体協議会 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者広域連合 御中 

 



事 務 連 絡

平 成 2 3 年 ４ 月８ 日

東 北 厚 生 局 医 療 課

福島県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

福島県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請

求の取扱いについて（その２）」における概算請求の対象について

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて

は、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いにつ

いて（その２）」（平成２３年４月１日付厚生労働省保険局医療課事務連絡）により、今回

の地震により診療録及びレセプトコンピュータ等を滅失、汚損又は棄損した保険医療機関、

保険薬局又は訪問看護ステーション（以下「保険医療機関等」という。）においては３月１

１日までの診療等分について、概算による請求を行うことができる旨連絡致しましたが、こ

れについては下記のとおり取り扱うこととするので、貴管下の保険医療機関等に対して周知

徹底をお願い致します。

記

事務連絡の１（１）の滅失、汚損又は棄損には、原子力災害対策特別措置法（平成１１年

法律第１５６号）第１５条第３項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係

る内閣総理大臣の指示の対象地内にある保険医療機関等であって、立ち退きの際に当該保険

医療機関等内に診療録等を残してきてしまった場合など、レセプトを作成し医療費を請求す

ることができない場合を含むこと。
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